




山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
〇
三
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第70号様式（第85条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
〇
四
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第71号様式（第85条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
〇
五
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第
72号

様
式

（
第

86条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
〇
六

第
七
十
二
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
７
２
号
様
式
の

2　
削
除

第
七
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
〇
七
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第73号様式（第87条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
〇
八

第
七
十
四
号
様
式
及
び
第
七
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
７
４
号
様
式
及
び
第
７
５
号
様
式　

削
除

第
七
十
六
号
様
式
か
ら
第
七
十
八
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
〇
九
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第76号様式（第88条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一
〇

  

- 94 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第
77号

様
式

（
第

88条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一
一
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第78号様式（第89条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一
二

第
七
十
八
号
様
式
の
二
中
「れ

い
出

」
を
「戻

出

」
に
改
め
る
。

第
七
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一
三
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第
79号

様
式

（
第

89条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一
四

第
百
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一
五
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第
111号

様
式

（
第

170条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一
六

　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　

「

第
百
十
二
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　

B４
横
片

　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　

」

第
百
十
四
号
様
式
及
び
第
百
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一
七
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第
114号

様
式

（
第

173条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一
八
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第
115号

様
式

（
第

173条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
一
九

　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　

「

第
百
十
九
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　

B４
横
片

　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　

」

第
百
三
十
三
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
〇
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第133号様式の3（第197条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
一

第
百
三
十
四
号
様
式
の
三
及
び
第
百
三
十
四
号
様
式
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
二

  

- 106 - 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

第
134号

様
式
の
3（

第
201条

関
係

）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
三
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第
134号

様
式
の
4（

第
201条

関
係

）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
四

　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　

「

第
百
三
十
七
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

B６
片

　
　

」　
　
　
　
　
　
　

」

第
百
三
十
七
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
五
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7 8 

第
137号

様
式
の
3（

第
216条

関
係

）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
六

　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　

「

第
百
三
十
八
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

B４
横
片

　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　

「

第
百
四
十
四
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

B６
片

　
　

」　
　
　
　
　
　
　

」

第
百
四
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
４
５
号
様
式　

削
除

第
百
五
十
一
号
様
式
及
び
第
百
五
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
５
１
号
様
式
及
び
第
１
５
２
号
様
式　

削
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　

「

第
百
五
十
三
号
様
式
及
び
第
百
七
十
五
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

B６
片

　
　

」　
　
　
　
　
　
　

」

。
第
百
八
十
号
様
式
か
ら
第
百
八
十
二
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
七
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第
180号

様
式

（
第

253条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
八
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11 

 
12 

 
13 

第
181号

様
式

（
第

253条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
二
九
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10 

 
11 

 
12 

 
13 

第
182号

様
式

（
第

253条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
三
〇

八
百
円
」
を
「
六
千
四
百
四
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
三
号

知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
規

則

（
知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
）

第
一
条
　
知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年
山
梨

県
規
則
第
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
総
務
部
の
部
行
政
法
務
課
の
項
第
二
十
八
号
中
「
一
般
財
団
法
人
」
の
下
に

「
並
び
に
公
益
信
託
」
を
加
え
、
同
項
中
第
二
十
九
号
を
削
り
、
第
三
十
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、

第
三
十
一
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
三
十
二
号
を
第
三
十
一
号
と
す
る
。

（
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例

に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式

の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
四
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
八

年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則

の
一
部
改
正
）

2　

山
梨
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

則
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
八
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
８
５
号
様
式　

削
除

第
百
八
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
８
７
号
様
式　

削
除

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一　

第
十
七
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
四
十
七
条
の
四
の
改
正
規
定
、
第
四
十
八
条
の
次
に
一
条

を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
百
六
十
九
条
の
改
正
規
定
及
び
第
二
百
七
十
条
第
二
項
の
改
正
規
定

令
和
八
年
九
月
二
十
四
日

二　

第
一
号
様
式
別
表
一
及
び
別
表
二
の
改
正
規
定
並
び
に
第
一
号
様
式
の
二
か
ら
第
二
号
様
式
ま

で
の
改
正
規
定
（
第
一
号
様
式
の
五
及
び
第
二
号
様
式
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）　

令
和
八
年
十

月
一
日

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
財
務
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規

定
（
第
二
百
五
十
九
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
令
和
八
年
度
分
の
予
算
か
ら
適
用
し
、
令
和
七
年

度
分
の
予
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3　

新
規
則
第
二
百
五
十
九
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
の
事
務
に
係
る
検
査
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
事
務
に
係
る
検
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

4　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
財
務
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
二
号

道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
第
十
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
運
転
者
等
が
納
付
す
べ
き
金
額
を
定
め
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
第
十
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
運
転
者
等
が
納
付
す
べ
き
金
額
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
第
十
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
運
転
者
等
が
納
付
す
べ
き
金
額
を
定
め
る
規

則
（
昭
和
六
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
第
一
号
中
「
一
万
千
円
」
を
「
一
万
四
千
七
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
「
二

百
円
」
を
「
二
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
中
「
二
百
円
」
を
「
二
百
七
十
円
」
に
、
「
四
千



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

一
三
一

別
表
第
一
中
八
の
項
を
削
り
、
九
の
項
を
八
の
項
と
す
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

条
例
等

規
定

山
梨
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則

第
二
十
六
条
第
一
項

別
表
第
三
の
七
の
項
を
削
る
。
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